
 

 

                

令和元年 ７月２９日 

北海道開発記者クラブ加入各社               北 海 道 開 発 局  広 報 室 

北海道建設記者会加入各社 殿               

 

所有者不明土地の利活用を考えている自治体を支援します！ 

～令和元年度 北海道所有者不明土地連携協議会総会の開催～ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

記 

 

１ 日 時：令和元年８月７日（水） １３：３０～１６：１０（受付１３：００～） 

２ 場 所：札幌第１合同庁舎 ２階講堂（札幌市北区北８条西２丁目） 

３ 内 容：別紙１のとおり 

 

○傍聴等を希望される方へ 

 １ 一般傍聴及び報道機関の取材について 

   ・総会は公開で行いますが、報道機関等のカメラ撮りは冒頭のあいさつまでとさせていただきま

す。 

・取材を希望される報道関係者の方は「別紙２－１」に、一般傍聴を希望される方は「別紙２－

２」に、必要事項を記載の上、令和元年８月５日（月）１７時までにFAX（011-709-2319）でお

申し込み願います。                   

  ２ 駐車スペースはご用意しておりませんので、公共交通機関をご利用の上、お越しください。 

 

 

 

 

 

 

 

電話 011－709－2311 

内線 5 2 2 7・ 5 2 2 8  

北海道開発局は、関係機関や関係士業団体とともに、「令和元年度 北海道所有者不明土地連携協議

会総会」を下記のとおり開催します。 

本協議会総会では、６月１日から本格施行となった「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特

別措置法」（平成30年法律第49号）の円滑な施行を図るため、令和元年度の活動計画を決定し、地方公

共団体の支援等を進めていきます。 

また、総会終了後、所有者の所在の把握が難しい土地の用地処理事例紹介・関係士業団体等との意

見交換、所有者不明土地問題に詳しい吉原祥子氏による講演会も行います。 

 

北海道開発局ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/ 

【問合せ先】 北海道所有者不明土地連携協議会事務局 

国土交通省 北海道開発局  電話（代表）011-709-2311 

         開発監理部 用地課 課長補佐     櫻庭 尚身（内線 5534） 

開発監理部 用地課 開発専門官    高玉 龍彦（内線 5565） 

開発監理部 用地課 地籍整備第二係長 小泉 久士（内線 5603） 



令和元年度北海道所有者不明土地連携協議会総会

及び意見交換並びに講演会 次第

日時：令和元年 ８月 ７日（水）１３：３０～１６：１０

場所：札幌第１合同庁舎 ２階講堂（北海道札幌市北区北８条西２丁目）

１ 協議会総会（１３：３０～１４：０５）

（１）開会

（２）主催者挨拶

国土交通省北海道開発局 開発監理部用地課長 挨拶

（３）協議会設立以降の経過報告

（４）今後の活動計画（案）

（５）協議会運営規則（案）

（６）相談窓口体制の設置

（７）協議会への新規加入について

（８）その他

（９）閉 会

２ 所有者の所在の把握が難しい土地の用地処理事例紹介・関係士業団体等

との意見交換（１４：１０～１４：５０）

３ 講演会 （１５：００～１６：１０）

演 題 「所有者不明土地問題の現状と今後の課題」

講演者 公益財団法人東京財団政策研究所

研究員・政策オフィサー 吉原 祥子氏

koizumi-h22aa
テキストボックス
別紙１



令和元年度 北海道所有者不明土地連携協議会 通常総会 

講演会 
演題  「所有者不明土地問題の現状と今後の課題」 

講演者 公益財団法人 東京財団政策研究所 

     研究員・政策オフィサー 吉原 祥子氏 

日時  令和元年 ８月７日（水）15:00～16:10 

場所  札幌第１合同庁舎 ２階講堂（札幌市北区北８条西２丁目） 

 

○吉原氏の主な経歴 

東京外国語大学タイ語科卒業。タイ国立シーナカリンウィロート大学への国費留学。   

米レズリー大学大学院修了（文化間関係論）。 

1998 年より東京財団政策研究所 勤務。2017 年から国土交通省国土審議会専門委員。 

○主な著書・論文 

・著書『人口減少時代の土地問題－「所有者不明化」と相続、空き家、制度のゆくえ』   

中公新書、2017 年（不動産協会賞） 

・共著『自然資本入門―国、自治体、企業の挑戦』 NTT 出版、2015 年 

・論文『土地の「所有者不明化」――自治体アンケートが示す問題の実態』2016 年 

※本講演会は北海道所有者不明土地連携協議会の会員以外の方の聴講も可能です。 

 


